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 開会 午後１時30分 

小谷事務局長    失礼いたします。 

 定刻になりましたので、これより第２回三木市・吉川町合併協

議会を始めさせていただきたいと思います。 

 委員の皆様方には公私何かとご多用な中、ご出席を賜りまして、

まことにありがとうございます。 

 会議に先立ちまして、会長でもございます加古三木市長の方か

らごあいさつを申し上げます。 

加古会長      それでは、会議に先立ちまして、お許しをいただき、一言ごあ

いさつ申し上げます。 

 本当に暑い毎日と言いたいぐらいになってまいりました。そん

な状況ではございますが、本日、第２回目の三木市・吉川町合併協

議会を開かせていただきましたところ、皆さん方、大変お忙しい中、

お繰り合わせご出席をいただき、本当にありがとうございます。厚

く御礼を申し上げます。 

 もう今さら申し上げるまでもございませんが、私のところも昨

日の22日に合同慰霊祭をさせていただいたわけでございます。そ

の合同慰霊祭は、三木市上の丸、５月５日に別所公の春祭りを行い

ます中心地でございますが、その場所に忠魂碑がございますので、

その前で慰霊祭をさせていただきました。 

 考えてみますと、あの碑に明治29年にあの忠魂碑が建設された

と、こう書いてあるわけでございますが、明治29年にあの場所に

旧美嚢郡11町村の町長さん、村長さん方がご苦労されて建設され

た、こういうふうなことを思いを起こしながら、ちょうどもう110

年、日清戦争が終わった後でつくられているようでございますんで、

そんなことを考えましたときに、このような合併問題等々について、

一つの歴史はあるんだなというようなことも思い起こしたわけでも

ございます。 

 また、そんなことから、いかに私たちが努力し、そして住民の
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皆さん方の期待にこたえられる会議を進められるか、議論ができる

か、これも大きな事柄と思っております。 

 特に、本日提案させていただいております議題につきましては、

第１回の協議会で提案させていただきまして、説明をあらかたさせ

ていただきましたが、一応新しい市の基本となるべき事柄につきま

して、本日はできることなら決定をさせていただきたい、していた

だきたい、こういう思いで審議にかけておるわけでございますので、

どうかこの合併問題につきまして、慎重ご審議をいただき、そして

適切なるご決定を賜りますことを重ね重ねお願いを申し上げ、皆さ

ん方のますますのご活躍とご健勝、ご多幸をお祈り申し上げながら、

初めに当たりましてのごあいさつとさせていただきます。 

 本当にご苦労さまでございます。 

小谷事務局長    ありがとうございました。 

 それでは、これより議長の方で会議の方の進行をお願いしたい

と思います。よろしくお願い申し上げます。 

加古議長      それでは、協議会規約に基づきまして会議の議長を務めさせて

いただき、進行させていただきたいと存じますので、よろしくご協

力のほどお願いいたします。 

 本日は第２回目となっておりますので、早速でございますが、

合併協議会の根幹となるべき合併の方式、期日、新市の名称、まち

づくりの方針等についてご協議をいただこうと思っております。ど

うか両市町の誇れる地域づくりのために、委員の皆さん方の一層の

ご精進をお願い申し上げ、進めさせていただきたいと存じます。 

 本日出席いただいております委員の数は、25名中22名の出席の

ようでございますが、会議の定数は達しておると、このように存じ

ますので、よろしくお願いを申し上げ、ただいまから第２回目の三

木市・吉川町合併協議会を開会させていただきます。 

 早速議事に入るわけでございますが、議事次第に基づきまして、

議事録署名人の指名を私の方から指名させていただきます。 
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 今回の議事録署名委員には、三木市の安福恵子委員、また吉川

町の西山利幸委員を指名させていただきます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

 では、議事に入るわけでございますが、報告事項がございます

ので、報告第10号につきまして、今後の市町合併のあり方に関す

る支援地域の指定について、事務局より説明いたしますので、よろ

しくお聞き取り願います。 

小谷事務局長    それでは、事務局の方から座って説明をさせていただきたいと

思います。 

 まず、説明に先立ちまして、ご訂正をちょっとお願いしたいと

思います。 

 ４ページでございます。４ページの方をお開きいただきたいと

思います。 

 （２）県の支援策、①の合併協議会運営費の財政支援の次の行

で、中ほどに「市長負担金」とございます。この「市長」を「市

町」の方に訂正をいただきたいと存じます。お願いいたします。 

 それでは、報告第10号について、資料の１ページをお開きくだ

さい。 

 報告第10号 今後の市町経費のあり方に関する支援地域の指定

についてということで、このたび兵庫県から別紙のとおり、今後の

市町経費のあり方に関する支援地域の指定を受けたことを報告する

ものでございます。 

 そこで、２ページをお開きいただきたいと思います。 

 ここでは、三木市と吉川町が合併協議を進めるに当たりまして、

新市建設計画の策定や合併に関する情報提供なり課題解決に向けて

の助言、支援をいただくため、県に対し支援地域の指定の申請をい

たしたものでございます。 

 また、本日、追加資料として配付をさせていただいております

のが、４月19日付で県より指定を受けたものでございます。 
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 それでは、３ページ、４ページのところをごらんいただきたい

と思います。 

 この支援地域の指定について、概要説明をしたものでございま

すが、１では、支援地域の趣旨、定義といたしまして、この合併重

点支援地域の制度は、国が平成13年３月に示しました市町村の合

併の推進についての要望を踏まえた今後の取り組み方針の中で新た

に設けられたものでございまして、合併に向けた検討や取り組みが

一定の熟度に達した地域について、知事が関係市町村の意見を聞き

まして、合併推進に関する支援策を重点的に実施することで、当該

地域の着実な進展を図るため、地域指定が行われるものでございま

す。 

 ２番目の地域指定につきましては、指定対象地域の基準、要件

なり指定の手続について述べております。三木市、吉川町の場合は、

ウの項目になろうかと思います。 

 ３では、地域指定を受けることのメリットとして、国の支援策

として、合併の準備経費や移行の経費に対する特別交付税措置が、

また次の４ページでは、県の支援策として、合併協議会運営や合併

準備のための財政支援や合併に関する指導、助言を受けることがで

きるとされておるものでございます。 

 以上で報告を終わらせていただきます。 

加古議長      ただいま協議事項につきましての説明が終わったわけでござい

ます。 

 何かご質問がございましたら、ご発言お願いしたいと存じます。 

 ないようでございましたら、引き続きまして協議事項に移らせ

ていただきたいと存じます。 

 協議事項第９号の合併協定項目について、事務局よりご説明申

し上げます。 

小谷事務局長    それでは、５ページの協議第９号 合併協定項目についてご説

明申し上げます。 
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 合併協定項目につきましては、別紙のとおりとするといたして

おりますので、次の６ページをお開きいただきたいと思います。 

 この合併協定項目につきましては、前回に提案説明をさせてい

ただいておりますが、合併に向けた必要事項をすり合わせる項目で

ございまして、最終的には合併協定書として取りまとめるものでご

ざいます。 

 まず、基本的な協議事項として、５つの項目がございます。１

番として合併の方式、２として合併の期日、３として新市の名称、

４として新市の事務所の位置、５として財産及び債務の取り扱いと

いうことになっております。 

 次に、合併特例法に規定されている特例の協議事項としまして、

６つの項目がございます。６番目として、議会議員の定数及び任期

の取り扱い、７番として農業委員会の委員の定数及び任期の取り扱

い、８番として地方税の取り扱い、９番、一般職の職員の身分の取

り扱い、10番、地域審議会の取り扱い、11番、新市建設計画とな

ってございます。 

 その他必要な事項として、12番の特別職の職員の身分の取り扱

いに関することから25番のその他必要な事項に関することまでの1

4項目となっております。 

 また、24番の各種事務事業の取り扱いにおきましては、その内

訳として、28の項目に細分化いたしております。 

 したがいまして、全項目になりますと、52項目について協議い

ただくことになります。 

 次に、８ページをお開きいただきたいと思います。 

 ８ページでは、合併協定項目一覧表といたしまして、これらの

項目の内容について、概要をお示しをいたしております。 

 まず、基本的協議事項の１番としまして、合併の方式につきま

しては、新設合併と編入合併の２つの形態がありまして、それぞれ

の方式の内容を示しております。 
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 ２番の合併の期日につきましては、法律上の規定はありません

が、合併特例法の適用を受けようとすれば、現行法では平成17年

３月31日が期限となっております。 

 なお、現在、国会に合併特例法の改正案が提出されておりまし

て、可決されますと、特例法の期日が平成18年３月31日というこ

とになるようでございます。 

 いずれにいたしましても、合併の効力が発生する総務大臣の告

示がなされるまでには、協議会での協議、また関係市町の議会や県

議会の議決などの手続が必要となってまいります。 

 次に、３の新市の名称でございますが、合併の方式によりまし

ては、その取り扱いが異なりますが、編入合併の場合は、編入する

市町の名称とすることが多くなってございます。 

 次に、４の新市の事務所の位置でございますが、編入合併の場

合、通常、編入する市町村の事務所の位置となります。 

 ５番目の財産及び債務の取り扱いにつきましては、関係市町村

が持っている財産の取り扱いを協議することになってございます。 

 以上、基本的協議事項の６項目につきましては、この後、各項

目ごとに協議願うことになっておりますので、よろしくお願い申し

上げます。 

 次に、合併特例法に規定されております特例の協議事項でござ

いますが、６番の議会議員の定数及び任期の取り扱いにつきまして

は、合併に当たっての一般原則や編入合併の場合の定数や在任の特

例制度などの内容となっております。 

 次の７番の農業委員会の委員の定数及び任期の取り扱いにつき

ましても、基本的な考え方なり特例措置について説明をいたしてお

ります。 

 次の８番の地方税の取り扱い、また10ページの９番目の一般職

の職員の身分の取り扱い、また10番の地域審議会の取り扱い、11

番の新市建設計画につきまして、その内容を説明いたしております。



－7－ 

これらの項目につきましても、いずれも今後の協議会におきまして、

事前提案の上、協議をお願いするものでございます。 

 特に、11番の新市建設計画につきましては、本日この後、策定

方針について、次回協議のための提案説明をさせていただくことに

なっております。 

 次に、その他必要な協議事項といたしまして、12番の特別職の

職員の身分の取り扱いから24番の各種事務事業の取り扱いについ

て、それぞれその概要をお示ししております。これらの項目につき

ましても、今後の協議会におきまして、その取り扱いについてご協

議願うことになっております。 

 なお、13番の条例・規則等の取り扱い及び19番の町・字の区域

及び名称の取り扱いにつきましては、この後、本日の協議事項とし

て協議いただくことにいたしております。 

 その他の項目につきましては、お目通しをいただきいまして、

今後の協議会で協議する際、改めて具体的に内容説明をさせていた

だきますので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

加古議長      協議第９号の説明が終わったわけでございますが、何かご質問、

またご意見等ございましたら、ご発言をお願いいたします。 

 ないようでございますれば、次に移らせていただきたいと存じ

ます。 

 (「採決だけ。一つずつちょっとお願いします」の声あり） 

加古議長      それでは、協議第９についてからご審議をわずらわすわけでご

ざいますが、協議第10の合併の方式並びに協議第11の合併の期日、

この期日は、現在のところ17年の３月31日に、前のときにも申し

上げておりましたが、両市町の議会の議決をいただき、県知事に進

達し、県の議会の議決がなされなかったらだめだと、こういうこと

で、この期日はこの日でございますんで、最終はこの日になるよう

に、県の議会の議決が来年の３月31日にしていただけるような協
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議を進め、進達をせなならん、このように思ってもおります。 

 新しい市のことにつきましては、またそのときには、３月31日

の議会の議決をいただくときには、新しく市になる日、これは３月

31日以降の日に議会でも十分ご審議をいただきながら議決をいた

だく。そして、３月31日には進達できる。あるいは、進達してい

ただける。県議会の議決をいただけると、こういうことを前提に進

めさせていただきたいと存じますので、よろしくそのあたりのご理

解をお願いいたします。 

 そこで、今申し上げました10の……。 

 （「９号の協定の項目だけ、ちょっと賛否をお願いしたいんで

  す」の声あり） 

加古議長      それでは、10に進むまでに、９の合併協議項目につきまして、

ただいま説明をさせていただいたわけでございますが、ご意見、ご

質問もないようでございますので、この９の合併協議項目につきま

しては、説明させていただいたとおりご承認をいただけるならば、

賛成の挙手をお願いしたいと存じます。 

 （賛成者挙手） 

加古議長      ありがとうございます。賛成の挙手が全員でございますので、

よろしくお願いをして、そしてまた項目はこれでとりあえず進めて

いくと、こういうことにさせていただきます。賛成多数で承認をい

ただきました。 

 次に、合併協議10の合併方式につきましての説明をさせていた

だきます。 

 10の説明を、では、お願いします。 

小谷事務局長    それでは協議第10号合併の方式についてご説明を申し上げます。 

 資料の13ページをお開きいただきますようお願いします。 

 合併の方式につきましては、次のとおりとするとして、美嚢郡

吉川町を廃し、その区域をもって三木市に編入する編入合併とする

というものでございます。 
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 次の14ページをお開きいただきたいと思います。 

 14、15ページでは、資料をつけさせていただいておりますけれ

ども、ここでは新設合併と編入合併につきまして、それぞれの定義

なり、法人格や合併市の名称、事務所の位置のほか、議会議員及び

農業委員会委員の身分なり定数や任期について、原則と特例措置を

説明をいたしております。 

 さらに、特別職、一般職員並びに条例・規則等について、その

違いを比較したものでございます。 

 また、備考といたしまして、最近合併のありました事例を挙げ

ております。 

 以上でございます。 

加古議長      ただいま協議10で、合併の方式として、美嚢郡吉川町を廃止し、

その区域をもって三木市に編入する編入合併とすると、こういうよ

うなことでの説明をさせていただいたわけでございますが、この議

題につきまして、ご質問、またご意見等、ご発言をお願いいたしま

す。 

 ご質問なりご意見のご発言がないようでございます。 

 それでは、採決させていただいてよろしゅうございますか。 

 （「はい」の声あり） 

加古議長     採決をさせていただくわけでございますが、今までの議案につ

きましてはといいますか、簡略できる議案につきましては挙手でお

願いしたわけでございますが、同じように挙手によって採決させて

いただいてよろしいでしょうか。それとも、４分の３以上の賛成が

必要だと、こうなっておるようでございますので、そういうことか

らいえば、投票という方法もありますので、お計らいをするわけで

ございますが、余りご意見も聞いておりませんので、今までどおり

挙手という形で採決させていただいてよろしゅうございますか。 

 （「異議なし」の声あり） 

加古議長     ありがとうございます。 
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 それでは、合併の方式につきまして、原案に賛成される委員の

皆さん方につきましては挙手をお願いいたします。 

 （賛成者挙手） 

加古議長      ありがとうございます。全員の賛成でございますので、出席委

員22名の方の賛成と、こういうことで決定をさせていただきます。 

 次に、協議第11号、議案第11号の合併の期日につきましてご審

議をお願いいたします。 

 内容の説明をお願いいたします。 

小谷事務局長   それでは、協議第11号につきましてご説明を申し上げます。 

 16ページをお開きいただきたいと思います。 

 提案内容といたしましては、合併の期日、合併は平成17年３月3

1日までに行うものとするというものでございます。 

 その理由といたしましては、合併特例法が平成17年３月31日ま

での時限立法であるということから、適用期限内に合併することを

目標とするものでございます。 

 次に、今回、追加資料といたしまして18ページをちょっとお開

きいただきたいと思います。 

 追加資料といたしまして、18ページに、現在、国会において市

町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案の内容を添

付いたしましたので、説明をさせていただきたいと思います。18

ページでございます。 

 その中で、今回の市町村の合併の特例に関する法律の一部を改

正する法律案で、（２）のところでございますが、経過措置という

ところでございます。平成17年３月31日までに市町村が議会の議

決を経て、都道府県知事に合併の申請を行い、平成18年３月31日

までに合併したものについて、現行の合併特例法の規定を適用する

というものでございます。 

 以上、簡単でございますけれども、説明にかえさせていただき

ます。 
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加古議長      ただいまの協議11号の合併の期日につきまして、ご質問なり、

またご意見等のご発言をお願いいたします。 

 はい。 

西山委員      吉川の西山です。 

 今、今国会での説明がございましたように、合併特例法、新法

案など、関連した法案が審議をされております。おおよその見通し

は、可決されるであろうという想定がされているわけなんですが、

我々もその可決を見越して、合併期日のただし書きを一文を入れて

いただけたら幸せだと思っております。期日は17年７月１日まで

の範囲を一応いただきたい、このように思っているわけですが。 

加古議長      ありがとうございます。 

 お答えできるのやったら、してもろうたら結構や。 

澤田幹事長     それでは、私の方からお答えいたします。 

 幹事会の幹事長を務めております三木市の助役の澤田でござい

ます。 

 今のご意見、ごもっともなご意見だと思います。 

 現在、国会で審議中でございますが、まだいつの時点で確実に

ということは、ちょっと予想ができないということでございますが、

しかし、大方の方向といたしましては、これはもう当然、与党の自

民党、公明党も含めてでございますが、これは今国会中に可決をす

るという方向は変わらないというふうに考えております。 

 ということは、ほかの今の資料の中にも入れておりますけれど

も、多くの全国の市町村で合併が進んでおりまして、これもなかな

か本年度の３月中にということについては決定ができても、実際の

実施、施行ということになりますと、16年度中ということは至難

の場合が多いようでございます。 

 したがいまして、そういう全国的な情勢から見ましても、これ

はもう絶対国会で決定をいただく事案であるというふうに確信を持

っておりますので、このように提案をさせていただいておるわけで
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ございますが、しかし、含みとしては、当初からお話しをいたして

おりますように、三木市におきましても、提案をしております17

年の３月末に合併するということは非常に厳しい状況もございます。 

 ちょっと会長のあいさつにもありましたように、これにはそれ

ぞれの市町の議会の議決を必要といたしますし、また県議会の廃置

分合の議決をもらわなければならない。それから国の方に申請する

と、こういうことになるわけでございますので、今ご意見のござい

ましたように、この協議会におきましても、どう考えても、やはり

17年度中ということになるわけでございます。 

 そうしたら、いつの日に設定をするかということになりまして

も、両市町長さんの中では、できれば７月をということでございま

す。それが一つの一番大きな目標になろうと思いますので。 

 ただ、この議案の中に直接入れるということについては、いろ

いろこれにつきましても、県の行政の方とも相談をいたしましたけ

れども、ちょっとそういう例がないということでございますので、

今、事務局長が説明をいたしましたように、そういう補足的な説明

を加えて公表するということにさせていただければ非常にありがた

いということでございますので、できましたらご理解をいただきた

いと、このように思います。 

西山委員      ぜひともそのようにしていただきたいと思います。 

加古議長      今説明させていただきましたように、提案させていただいてお

りますように、合併の期日は平成17年３月31日にするわけでござ

いますが、行うわけでございますが、それから総務大臣に県知事が

進達されまして、その手続が三、四カ月かかる。それは、官報によ

る告示手続等々がございますので、それには、三、四カ月かかると

いうことになりますと、ご提案いただきましたように、17年の７

月、３カ月見てそれと、そのようなことになろうかと存じますので、

それの官報告示があって、初めて発足すると、こういう形がいいの

ではないかというご提案だと思うわけでございますが、皆さん方に
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ご意見等がございましたら、ご発言をお願いいたします。 

 ないようでございましたら、協議事項11につきましては、提案

のとおり平成17年３月31日までに行う、そういうことではござい

ますが、手続が３月31日にするとなったら、もう不可能に近いわ

けですから、それに総務大臣の許可のあった日に近い形で新しい市

は発足すると、こういうことでの申し合わせと申しますか、ご意見

と申しますか、協議会の総意はそのようなことであったということ

にさせていただいてよろしゅうございますか。 

 どうぞ。 

岩波副会長     私から意見言うけれども、もう少し事務局、頭は３月31日まで

に行うものとすると、このただし書きを今度たよりにどのようにき

ちっと住民にわかりやすいように書くのかということが、今整理が

できたら、話をしてもらったらいいのではないかというふうに思う

んですが、７月という日も入れるのかどうなのか。 

 その入れ方ですね、こういうことを協議したと、協議会で決め、

ただし書きを決めたという住民への周知の内容をもう一度復唱して

いただいたらありがたいと思うんです。 

加古議長      協議会では、もう７月１日ということに決めたということにし

てもええやん。 

小谷事務局長    いやいや、それは……。 

加古議長      それはだめやと……。 

小谷事務局長    それはまあちょっと早い。 

加古議長      そやかて、言われんようにあれやん。これ、どないして発表す

るの。今、町長さん言っているように。発表できひんやないか。 

岩波副会長     合併は17年３月31日までに行うものとすると。ただし、今の法

律の改正法が国会を通れば、改めて協議会で合併の期日を定めると

か、こういうことをつけ加え、申し合わせて、決定をしたというこ

とにして、住民に発表すべきじゃないかというふうに思うんですが。 

加古議長      それは、協議会で話しよるというようなとおり、住民が一人一
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人わかるかいうたら、そんなんわからへんさかいのう。それはもう

はっきりとこの場所では決めたということは言うとかなんだら、言

いようがない。 

 （「ごろごろ変わるのやのうという……」の声あり） 

大前委員      三木市民と吉川町民にわかるよう、今までのプロセスいうより、

わかるように、合併協議会でこういうのわかっておっても、一般に

は伝わっていないですから、それをわかるように、何とか工夫をす

るということで、今、多分、町長さん、その話をされているんじゃ

ないかという思いするんですが。 

 ただし、決定的なことは言えないと思うんですね。今……。 

加古議長      いや、だから協議会で決めたというより……。 

大前委員      それがありますから。 

澤田幹事長     それでは、吉川町長さんのご意見を踏まえまして、この合併の

今、期日を法律上変えることはできないんですよね。ないところに

設定ができないということになりますから、合併は平成17年３月3

1日までに行うものとするとしながら、ただし書きをつけるような

形としては、市町村の合併の特例に関する法律が改正された場合、

再度協議をするということを入れまして、この再度協議する意味に

ついては、何かの注釈を入れて、それはこういう意味を持って協議

をするというふうな形で公表させていただければ、十分見た人が理

解いただけるかなと思うんですけれども、そういう取り扱いでそう

したらさせていただければ、お願いをしたいなと思いますが、どう

でしょうか。 

加古議長      それでは統一した説明にならん。住民の一人一人にわからへん

わ。 

 そやから、もっとざっくばらんに、新しい市は３月31日に決ま

ったけれども、決まったのはええけれども、７月１日から実施され

るとか、施行するのやとか、何か発足するのやとかいう表現しとい

た方がええのと違うか。法や何や言うたら、余計……。 
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澤田幹事長     今の協議の案文といたしましては、今言ったような形になるか

と思うんですが、ですから、再協議をするについて、予定としては

７月１日を想定をするというふうなことを今つけ加えて、公表する

ということでさせていただくことであれば、可能であるというふう

に思うんですが、今決めていただく規定の中に、明確に７月１日を

想定するということは、ちょっと書きづらいというふうに考えます

ので。 

 しかし、わかるようには並行して公表をしていく、このように

思いますので、ご理解いただきたいと思います。 

加古議長      だから、合併の期日は３月31日で、発足の日は７月１日やと、

こういうことを言いよっているのやさかいに、それをわかりやすく

してもろうたらいいわけや。そういうこっちゃな。 

大前委員      ただ、７月１日にしておいて、一般市民……。 

加古議長      予定や。 

大前委員      ええ。必ずそれは総務大臣のあれによりまして、３カ月から４

カ月かかるということですから、ちょっと余りかっちりしたことを

逆に書きますと、ちょっと協議会においても苦しいところがあるん

じゃないか。 

 ただ、先ほどから言ってますのは、やはり三木市の方と吉川町

の町民の方と、一般の方にわかりやすく具体的にこういう方針、方

向で進んでおりますよという、ずるく言えば、確定したら心苦しい

から、絶対これですからと言われたら困りますんで、ずるく言えば、

逃げ口も多少柔軟性を持たせたらどないかなという、私、一人の委

員としてはそういう思いをいたしております。 

 会長の言われるのは、本当に良心的で、僕も賛成なんですが、

今言いましたように、ちょっと苦しいところが協議会で出ていった

ら困るなという思いがいたしております。そういう思いです。 

加古議長      ありがとうございます。 

 またこの日を決めていただくのは、協議していただくことはある
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と思うんですが、その協議をしていただくことがあり、日があると

いうことはわかりますけれども、それはあくまでも両市町の議会の

議決がなされるときに、その期日もあわせ協議なされると、またそ

れをもってご承認いただけると、こう存じますので、そのあたり、

この協議会でそないに先に具合よう出してしまわんでも私はいいや

ないかと。 

 まだ３月31日までに県議会の議決をもらうまでに、両市町の議

会で協議をしていただく。そのときに、日が７月１日になるのか、

いや、またその時期であったらいつの時期がええのかということは

ご協議をいただいて、ご承認をいただくと、こういうことでできる

と思いますんで、だから何としても最終は両市町の議会の議決です

から、その点はひとつお互いに理解していながら進めなかったらい

かんなと思いますんで、その点、ご理解をいただければ。 

 だから、要は住民の方々によりわかりやすく簡潔に説明のでき

る方法、日を明示できる方法を考えて、広報、またメールなどでも

わかっていただけるようにすることが必要かなと。 

 もうかた苦しい法律の何や、改正があったら何とかかんとかっ

て、そんなことばっかり言うておったらどうもしようがないんで、

住民の方はそんなこと余り気にしとってやおまへんさかいに、そこ

らあたりはどうかなと思うんですけれどもね。 

 それなら、そういうことでご理解をいただく……。 

澤田幹事長     いろいろとご議論をいただいておりまして、ですから、本日の

決定事項につきましては、言いましたような形でお願いをさせてい

ただいて、これも一つ、幹事会としてのご提案になるかもわかりま

せんけれども、いずれにしても、国の法律が改正をされたというこ

とになりましたら、その一番近い協議会で提案をさせていただいて、

ご論議をいただくと。また、そこでどんな形を決定していくかとい

うことについてご論議をいただくということも前提で確認をいただ

ければありがたいなと、このように思います。 
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 そういうことで、市民、町民の方がいつの合併を予定をして、

これが進められておるかということにつきましては、広報に十分明

確に説明をしていきたいと、このように思いますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

加古議長      それでは、ほかにご意見ございませんか。 

 ご発言がないようでございましたら、この協議第11号につきま

しても、４分の３の賛成が必要であると、このようになっておりま

すので、ただいまから採決させていただくわけでございますが、前

10号議案と同じように挙手によって採決をさせていただくと、こ

ういうことにしてよろしゅうございますか。 

 （「異議なし」の声あり） 

加古議長      それでは、協議第11号につきましては、原案に賛成の委員の皆

さん方について、挙手をお願いいたします。 

 （賛成者挙手） 

加古議長      ありがとうございました。協議第11号 合併の期日につきまし

ては、原案に賛成の方が全員でございますので、決定をさせていた

だきます。 

 次に、協議第12号の新市の名称につきまして、ご協議をお願い

いたします。 

 説明、お願いします。 

小谷事務局長    それでは、協議第12号 新市の名称についての説明を申し上げ

ます。 

 資料19ページをお開きください。 

 協議内容といたしまして、新市の名称は三木市とするというも

のでございます。 

 次の20ページをお開きいただきたいと思います。 

 20ページのところでは、調整内容ということでございますけれ

ども、これは三木市と吉川町の現況ということで、名称に関する経

緯といたしまして、三木市が昭和29年６月１日に三木町、別所村
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村、細川村、口吉川村が合体いたしまして三木市となったというこ

と、また昭和29年７月１日には志染村が合体し、現在の三木市と

なっておるということ。また、吉川町の方におきましては、昭和3

0年７月１日に奥吉川村、中吉川村、北谷村が合体をし、現在の吉

川町となっておるものでございます。 

 また、右側につきましては、先進事例を挙げてございます。 

 以上でございます。 

加古議長      この12号につきまして、新市の名称についてのご質問なり、ま

たご意見等がございましたら、ご発言をお願いいたします。 

 ご質問なりがないようでございますので、ご発言がないものと

いたしまして、採決をさせていただきたいと存じます。 

 つきましては、前の議案と同じように、重要項目でもございま

すので、４分の３以上の賛成が必要である、こういうことでもござ

います。 

 この協議第12号の新市の名称につきましては、原案のとおり、

新市の名称は三木市とするということで賛成の皆さん方の挙手をお

願いいたしたいと存じます。 

 （賛成者挙手） 

加古議長      ありがとうございます。賛成全員でございますので、賛成いた

だきました。原案のとおり決定をさせていただきます。 

 それでは、次に協議事項第13の新市の事務所の位置につきまし

て、ご審議をお願いいたします。 

 説明をお願いします。 

小谷事務局長    それでは、協議第13号 新市の事務所の位置についてでござい

ますけれども、資料の21ページをお開きください。 

 提案といたしましては、新市の事務所の位置は、現三木市役所

（三木市上の丸町10番30号）とする。２として、現吉川町役場に

ついては、支所とするというものでございます。 

 参考までに、22ページをお開きください。 
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 22ページにつきましては、調整内容ということで掲げておりま

すけれども、新市の事務所の位置についての先進事例を出させてい

ただいております。 

 通常、編入合併の場合、編入する市の事務所とすることが一般

的となっておるようでございます。また、編入される市町村が支所

とされているのが先進事例ということでございます。 

 参考までにご説明をさせていただきました。 

 以上でございます。 

加古議長      協議第13号の新市の事務所の位置につきまして、ご質問またご

意見等ございましたら、ご発言をお願いいたします。 

 はい、どうぞ。 

西原委員      吉川町の西原と申します。 

 ただいま説明をいただきました支所方式でございまして、吉川

町の住民が今、一番心配をいたしておりますのは、新市の庁舎まで、

大変離れたところですと20数キロの距離がございまして、今まで

あったサービスが一番どのようになるかという不安の部分を持って

おるわけでございます。 

 その中で、先進事例にもありますとおり、支所を残すというこ

とで、その分については大変ありがたいと思っているんですけれど

も、23ページの一番下の方の部分で、方式につきまして、総合支

所方式というような説明が書いてございます。これは、大変業務の

内容、いろいろな部分、すり合わせなり検討しなければいけない部

分がたくさんあると思うんですけれども、住民としましては、距離

ですとか、それから住民の利用の考慮を考えて、吉川の支所を、で

きるだけ総合支所方式という書き方がしてある、このような方向に

持っていく協議を賜りたいと切に思っているところでございます。 

加古議長      ありがとうございました。 

 今のご質問に説明。 

小谷事務局長    23ページの説明のところで、関連してご質問があったわけでご
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ざいますけれども、これの事務所の位置ということで、３つの方式

が書いてございます。これはあくまでも一般的な方式を挙げておる

ものでございまして、三木市、吉川町の場合、どういう総合方式が

いいのかということは、もちろんこれからいろいろ協議をしていた

だきまして、決定をいただくわけでございますけれども、三木市と

吉川町につきましては、必ずしもこの３つの方式にこだわらずに、

実情に応じて、また吉川町さんのご意見、ご要望、将来を展望した

まちづくりのあり方などを総合して検討していくべきものではない

かなというふうに思っております。 

加古議長      十分わかりましたですか。 

西原委員      よろしくお願いします。 

加古議長      どうぞ。 

西山委員      西山です。 

 加えて、先ほど申し上げていることでおわかりになるんですが、

現地解決型といいますか、そういう方式がもしとれれば、住民の意

見を吸い上げやすい、住民の意見を聞き、集約する、そういった方

式がもし支所に残せるならば、本当に我々としてはこの上ない、こ

のような願いもいたすところでございます。よろしくご審議お願い

します。 

加古議長      ありがとうございます。 

 何か言うことある。 

澤田幹事長     それでは、この関係につきましても、幹事会の方で現在、検討

を進めている状況につきまして申し上げておきたいと思います。 

 この庁舎方式、支所方式でございますけれども、非常に重要な

案件であるというふうに認識をいたしております。 

 したがいまして、ここには３つの方式ということで、簡潔に内

容をしておりますけれども、実際にどのような形がいいのかという

ことになりますと、町は町の今の行政の秩序、三木市におきまして

も、三木市の組織体制ということを十分検討をして、あるべき形を
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考えなければならないという考えでおります。 

 そういう中で、吉川町は吉川町として指定をいたしましたコン

サルタント、これは三木市と共通でございますが、客観的にどうい

う形がいいのかなということで、吉川町内での意見も聴取をそれぞ

れの部門でされておる。三木市は三木市で、やはりそういう部門聴

取をするという形をとっております。 

 その中でよりよい方法、特に吉川町におかれましては、住民サ

ービス窓口関係については、それが合併したことによって非常に低

下を来すというようなことが絶対あってはならないということがご

ざいますので、そういうことも含めながら、だからといって、今の

吉川の町役場の形をそのまま置いておくというわけにもいかないわ

けでございますし、合併という一つの効果、成果というものを組織

としてどうしていくかということも考える必要があるということで、

今のところはまだ具体的にどう振り分けるかというところまではも

ちろんいっておりませんけれども、慎重に検討をし、客観的な意見

は意見として出ますけれども、これは政治的にも十分調整をして、

この協議会でもご意見を聞いて、最終的には結論を出さなければな

らないと、このように思っておりますので、具体化につきましては、

いましばらく検討を続けていきたい。また、その段階では、また案

についても協議をいただきたい、このように考えておりますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

加古議長      一応ご理解いただけましたでしょうか。 

 ご指摘いただきましたように、正直なところ吉川町だけじゃご

ざいません。三木市にあっても、正直、そんなに窓口で全部解決で

きるかといったら、なかなかよう解決しないのが行政のまだ力です。 

 ということは、住民の皆さん方の声が、すぐ解決できることと、

なかなか問題があって解決できないものもある。そしてまた、窓口

を私の担当やない言うてつき回してしもうても、もう何日暮れても
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何にも返事もせえへんという、こんな現状もあるわけですから、こ

れは吉川町だけの問題じゃなくして、三木市でもそんなことがござ

いますんで、そんなことの一つでも少ないように、住民のご意見な

り要望、そしてまた答えを出さなきゃならないものについては、で

きるだけ早く答えの出せるような、この体制は行政として大事なこ

とだと私は思っております。 

 だから、吉川町で今のお話のように、現地解決ができるような

もの、そのものについては、担当の方がたらい回しをせずに、窓口

で処理できるような形をとっていただけるように、職員の研修はも

とより、職員を監督する者としても、それをやっていかななんと思

いますんで、お互いに行政マンとしては、それは努力しなきゃなら

ん事柄であると思っておりますので、今、ご意見を聞きいたしまし

た事柄を十分支所機能に反映できる形で支所を設置するということ

にしたらいいんじゃないかなと思うんですが、なかなか何日かかか

らんことには、協議もせないかん、何もせないかんいうふうになっ

たらなかなかいけませんし、窓口ですぐ事務的にできることでもつ

き回してしもうたら、もう余計できなくなりますので、そこら当た

り、非常に微妙なものがあるんで、十分と我々としても気を配りな

がらいかにゃいかんなとは思っております。 

 そのほかございませんか。 

 ご質問がないようでございましたら、採決をさせていただきた

い、このように存じます。 

 つきましては、この協議第13号につきましても、重要項目でも

ございますので、４分の３以上の賛成をもって決定をしたいと存じ

ます。前議案と同じように、挙手によって採決をさせていただきま

す。 

 この協議第13号の新市の事務所の位置につきまして、１、２も

含めましての賛成の委員の方の挙手をお願いいたします。 

 （賛成者挙手） 
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加古議長      ありがとうございます。挙手多数でございますので、原案のと

おり賛成をいただきました。ありがとうございます。 

 次に、協議第14号 財産及び債務の取り扱いにつきまして、ご

協議をお願いいたします。 

 事務局より説明願います。 

小谷事務局長    それでは、24ページをお開きいただきたいと思います。 

 協議第14号 財産及び債務の取り扱いについて。財産及び債務

の取り扱いについては、次のとおりとするということでございまし

て、美嚢郡吉川町の所有する財産、施設及び債務は、すべて三木市

に引き継ぐものとするということでございます。 

 参考までに、次の25ページをお開きください。 

 この25ページは、調整内容ということの資料でございますけれ

ども、現況といたしまして、三木市と吉川町の、これは14年度末

ということですけれども、財産、債務の状況をあらわしております。 

 また、26ページでは、先進事例といたしまして、編入合併の調

整内容を掲げてございます。 

 以上でございます。 

加古議長      協議第14号につきましてのご質問なりご意見等について、ご発

言をお願いいたします。 

 はい、どうぞ。 

安福委員      前回のときにもちょっと吉川の方がおっしゃっていたと思うん

ですけれども、14年度の現況表が添付されておりますけれども、1

5年度も過ぎまして、現在、16年度の予算も組まれて進行している

中、基金の取り崩し、起債の発行など、現時点で正確な金額を示し

ていただけませんでしょうかと思いまして。無理でしょうか。 

加古議長      説明願います。 

澤田幹事長     この財産の内容のあらわしている時点、14年度末ということに

なっております。言われるとおり、もう15年度、３月31日で会計

年度は終わっております。したがいまして、それで正確な数字が出
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るんではないかということなんですが、実際には出納閉鎖というの

がございまして、会計年度が終わった後、２カ月間の間に収入とか

支出をもう既に決定をしているもの、３月末までに決定をしている

ものの精算をするその期間というものがございます。いわゆる出納

閉鎖期間というのがありますので、まだ決算はできておりません。

したがいまして、15年度の決算につきましては、６月以降に確定

をするということになります。 

 したがいまして、この数値が正確な数値であるかと言われると、

そうではないと。あくまでも14年度末ということでありますので、

協議会には、決算の確定があれば、その時点でもちろん数値を明ら

かにさせていただきたいと思いますし、実際の財産の状況につきま

しては、合併の時期、これが最終的にはいつになるかということは、

また今後決めていただくわけですけれども、その時期における財産

の実態でそれを譲渡する、引き渡しするということになりますので、

その辺のところをご理解いただきたいと思います。 

 また、決算の正確なものが出ましたら、報告をさせていただく

ということでご理解いただきたいと思います。 

加古議長      ほかにございませんか。 

 はい、どうぞ。 

亀井委員      吉川町の亀井です。 

 そのときに、三木と吉川町の住民が使用する施設などもちょっ

と載せていただければありがたいなと思うんですけれども。 

小谷事務局長    今の質問でございますけれども、そういう施設面につきまして

も、可能な範囲で資料を提供させていただきたいと思います。 

加古議長      それでは、質問もないようでございますが、今のご質問なり等

がございましたように、財産につきましては、今は昨年の３月31

日現在であると。こういう、確実に言えばそういうことですが、も

う二、三月しますと15年度の決算ができ、一応の決算見込みが立

つわけですが、だから、そういうことからいいますと、財産につき
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ましても、ご意見もいただきましたように、それぞれのできるだけ

詳細な施設の内容等々も出しながら、確定というよりも、協議をい

ただいた財産はこういうものであったということが、少なくとも本

年の11月末ぐらいには説明できるように、そして、それは両議会

にも説明し、議会でも十分ご審議をいただいておく必要があろうと、

このように存じますので、そのあたりについては、今後、できるだ

け詳細に、決算のできたやつは議会の承認をいただいておりますの

ではっきりしますが、途中の過程については、できるだけ途中とし

ての詳細なものを議会にも説明し、この協議会にも説明ししながら、

ご理解をいただいて、議決をいただくようにしていきたい、こう存

じますので、そのあたりまで、またいろいろとこの辺の項目等々に

つきましては、この場で決定はさせていただきますけれども、詳し

いものを説明できるようにすることを私の方からお約束をし、合併

なら合併の議決に処していきたいと、こう存じますので、よろしく

ご理解を賜ればと思うわけでございます。 

 それでは、ただいまご質問なりご意見をいただきました内容

等々につきまして、採決をさせていただきます。 

 お諮りいたします。 

 協議第14号の財産及び債務の取り扱いにつきましては、吉川町

さんが所有されております財産、施設及び債務について三木市に引

き継ぐと、この項目について、賛成の方々の挙手をお願いいたしま

す。 

 （賛成者挙手） 

加古議長      ありがとうございます。挙手全員でございますので、14号の財

産、債務の取り扱いにつきましては、原案のとおり決定をさせてい

ただきます。 

 次に、協議第15号 条例・規則の取り扱いについてをご協議願

います。 

 内容の説明を願います。 
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小谷事務局長    それでは、27ページをお開きいただきたいと思います。 

 協議第15号 条例・規則等の取り扱いについてでございます。 

 条例・規則等の取り扱いについては、次のとおりとするという

ことで、条例・規則等は三木市の条例・規則等を適用する。ただし、

各種事務事業の調整内容を踏まえて、条例・規則等の新規制定、一

部改正等を行うものとするということでございます。 

 次の28ページをお開きください。 

 28ページでは調整内容ということで、特に留意事項というとこ

ろでございますけれども、編入合併の場合、編入される市町村の法

人格が消滅するので、当該条例・規則等はすべて失効し、新市等の

条例・規則等が施行されることになります。 

 ただし、編入する市町村は、合併協議会によって定められた各

種特例のうち、条例で定める必要のあるものの処理、新たに編入す

る市町村の施設として設置するための条例・規則等の新規制定や一

部改正等の整備を行いますというものでございます。 

 以上でございます。 

加古議長      説明が終わったわけでございますが、ご質問なり、またご意見、

お伺いをいたします。 

 はい、どうぞ。 

田中委員      吉川町の田中です。 

 条例・規則等につきましては、編入合併である以上、三木市さ

んの条例・規則を使うのは当然のことであると思います。 

 しかしながら、これをここに協議会というものが終わったらす

ぐに条例改正等がなされるとは思うんですけれども、それは吉川町

と合併する以上、三木市の規則・条例を変更するのは膨大な資料に

なってくるんじゃないか、こういうふうに思うんですね。 

 まして、今度、条例・規則にないことは行政はやれないことに

なっています。ですから、この条例・規則の取り扱い、その資料が

でき上がった後の議会の審議、そういうものはどういう形でなされ
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るのか、その辺をお聞かせ願います。 

加古議長      ありがとうございます。 

 説明。 

藤田事務局次長    事務局の藤田でございます。 

 聞かせていただいておりますのは、吉川町の方は条例が失効す

るということでございますので、新市の始まる前に、三木市議会さ

んの方で吉川町の分がちゃんと機能するような形での条例改正をし

ていただくことになろうかと思います。 

 おっしゃるように、膨大な条例改正になるようでございます。

吉川町の施設すべて、三木さんに引き取っていただかなくてはいけ

ませんので、設置条例でありますとか、管理条例等々、また吉川町

のことを残そうと、またこれは吉川町の方のことを生かそういうこ

とにつきましても、それぞれの条例で承認をしていただくことにな

りますので、ちょっと今度のきょうの関係で編入というのが決まり

ましたので、膨大な量になりますので、早い時期から随時準備して

いくという段取りにしておりますので、これは半年、１年では大変

かと思いますけれども、両市町の条例の担当に寄っていただきまし

て、準備する段取りは、スタートは用意しておりますので、随時準

備していただきます。 

 以上でございます。 

加古議長      ほかにご質問ございませんか。ご発言ございませんか。 

 ご発言がないようでございましたら、採決をいたしたいと存じ

ます。 

 お諮りいたします。 

 協議第15号の条例・規則の取り扱いにつきましては、原案のと

おり承認することに賛成の方々の挙手をお願いいたします。 

 （賛成者挙手） 

加古議長      ありがとうございます。挙手全員でございます。よって、協議

第15号 条例・規則等の取り扱いにつきましては、原案のとおり



－28－ 

決定をいたしました。 

 次に、協議第16号 町・字の区域及び名称の取り扱いにつきま

して、ご審議をお願いいたします。 

 内容について説明を願います。 

小谷事務局長    それでは、29ページをお開きいただきたいと思います。 

 協議第16号 町・字の区域及び名称の取り扱いについて。町・

字の区域及び名称の取り扱いについては、次のとおりとするという

ことで、１つとして、三木市及び吉川町の大字または字の区域につ

いては現行のとおりとする。２つといたしまして、三木市の大字名

及び字名は現行のとおりとする。３つとして、吉川町の大字名は、

現行の大字名の前に現町名（吉川町）を付した大字名とし、字名に

ついては現行のとおりとするということでございます。 

 参考までに、次の30ページをお開きいただきたいと思います。 

 調整内容の資料としてつけさせていただいておりますけれども、

特に三木市、また吉川町の事例をちょっと挙げさせていただいてお

りますけれども、三木市側でいきますと、新市における例といたし

まして、これはもちろん福井という地名があるわけですけれども、

これの例を挙げております。 

 三木市側は三木市福井ということで変更がございません。また、

吉川町の方は、新市になった場合、現在の美嚢郡吉川町福井が、三

木市吉川町福井という、こういう例を挙げさせていただいておりま

す。 

 以上でございます。 

加古議長      説明が終わったわけでございます。 

 ご質問等ございましたら、ご発言を願います。 

 はい。 

宮脇委員      三木の宮脇でございます。 

 これはこのとおりで結構でございますんですけれども、実は三

木の自由が丘、緑が丘、青山、これが底地が志染町であるというと
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ころで、今、三木市志染町緑が丘何丁目というようなことになって

おるわけですね。ちょうど合併を契機にして、４年ほど前にも、緑

が丘、自由が丘のお方から、志染町の底地を取ってもろうて、三木

市緑が丘町何丁目、三木市自由が丘町何丁目というようにしてもら

えないだろうかというようなことが４年ほど前に提起がありまして、

私も当時、別所の方の区長協議会をまとめておりましたので、るる

別所の方へ相談しながら、回答書も出したんですけれども、その後、

何ら役所の方からは結果がどうやったという返事がないわけであり

まして、そういう声が自由が丘、緑が丘、青山の方にある以上、こ

れ、合併を契機にして、志染町という底地を外してあげたらいかが

かなと、こう思うわけでございますけれども、いかがでございます

か。 

加古議長      ありがとうございます。 

 説明できるんだったら、して。 

澤田幹事長     澤田でございます。 

 今のご意見、今言われましたように、緑が丘につきましては、

もう緑が丘町となっておりますので、志染町はございません。しか

し、自由が丘と青山につきましては、まだ頭に志染町ということに

なっております。 

 そういうことで、そういう論議があることも十分承知をしてお

りますし、市としても、全体の自治会区のあり方については、内部

的には検討もしておりますけれども、先日行われました三木市の議

会の調査特別委員会の中でも、そういう形を考えられないかという

意見もございました。 

 そのときお答えいたしましたのは、自由が丘と、それから青山

という形に、それではこの際志染町というものを取ったものを一体

的にできるのかということになりますと、技術的にはいいかもわか

りませんけれども、ただ、広野という地域がございます。ここは志

染町広野でございまして、その中が抜けてしまいますと、広野だけ
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が志染町の飛地としてなってしまうというふうなこともございまし

て、やっぱり広野の今度町区変更も含めなきゃならない。広野とい

いましても、ちょうど志染駅の周辺は小林地区、別所ですか、それ

から三木地区もそこに集中してきておるということになりますので、

広野だけを単独でということについては、適切であるかどうかとい

うこともございますので、そういうことを含めて、大きな課題とし

ては十分認識をしておるということで言いましたけれども、しかし、

この合併の中で一緒にやろうとすれば、非常に決められた期間の短

期間の中でそれができるかなということで、非常に難しいんではな

いか。課題は課題として十分認識をし、今後としては、それは無視

できないことであるけれども、合併の場合は、できるだけシンプル

に町名を設定をして、課題は課題として、また別個にやっていくと

いうことにさせていただく方がいいんではなかろうかということで、

特別委員会でお答えをした経緯がございます。 

 そういうことでございますので、十分に宮脇委員さんの考えに

ついては認識をしておりますけれども、今ここに一体的にというこ

とについては、難しいというふうに考えております。申しわけござ

いません。 

宮脇委員      いや、わかりましたです。 

加古議長      それは何かいな。もう難しいからやめとくいうふうな返事にな

るのか、そこら、もうちょっと、シンプルやとか何か言うてやな、

かしこまった物の言い方するけれども、ほんまに意見を聞こうとす

る、それを難しい。何も難しくない。量が多いさかいに忙しいとい

うことだけのことで、そんな説明はおかしいのと違うか。 

澤田幹事長     市長から直接言われますと、非常に立場上厳しいわけですけれ

ども……。 

加古議長      それは、議会の形式的な話……。 

澤田幹事長     確かに、課題ということについては、今申し上げたとおりであ

りますので、これはもう、これはこれとして、十分検討はさせてい
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ただくことはやぶさかではないと。 

 しかし、一緒にできるかどうかということについては、事務的

処理とあわせてしていきたいと思いますが、きょう提案いたしてお

りますのは、一番シンプルな形でお願いをしておるということです

ので、並行して検討は進めさせていただきたい、このように思いま

すので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

加古議長      宮脇委員、結構ですか。 

宮脇委員      いやいや、それはそれで結構です。 

 ただ、合併のね、三木市もこれ、市制50周年を迎えますし、吉

川町とのめでたく合併というような経緯もありますので、前から検

討されておるやに今、言われましたし、住民のアンケートもとられ

ておるとは思いますし、この際に、決して一緒くたというわけやな

いんですけれども、スタートとしてはいいんじゃないかなと、こう

思うたもんですから、発言したわけでございます。 

 善処して検討するという役所言葉でありますので、期待は余り

しておりませんけれども。 

 （「期待しておきましょう。大いに期待しておきましょう」の

  声あり） 

澤田幹事長     申しわけありません。 

加古議長      今も三木市内のことですから、えらい非常に申しわけないわけ

ですが、十分と心いたしまして、議会と十分相談させていただきな

がら、また自治会とも、区長協議会とも相談をさせていただきなが

ら、三木市内のことについては善処するよう、前向きに努力するよ

うにいたしたいと思います。 

 では、吉川町さんの美嚢郡がなくなるという形での町と大字、

字の決定につきまして、ご質問がなければ、ご発言がなければ、採

決をさせていただこうと存じます。 

 つきましては、この協議第16号の町・字の区域及び名称の取り

扱いにつきましては、原案について賛成の皆さん方の挙手をお願い
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いたします。 

 （賛成者挙手） 

加古議長      ありがとうございます。それでは、挙手全員でございますので、

16号につきましては、原案のとおり決定をさせていただきます。 

 何やもたもたいたしまして、非常に時間がなくなったわけでご

ざいますが、このあたりでしばらく休憩させていただいたらと存じ

ますが、ご理解いただけますか。 

 （「はい」の声あり） 

加古議長      それでは、15分まで休憩と、こういうことでお願いをいたしま

す。 

 

 休憩 午後３時05分 

 

 再開 午後３時15分 

 

加古議長      それでは、おそろいのようでございますので、会議を再開させ

ていただきます。 

 次に、提案事項に入らせていただくわけでございますが、提案

事項の17号 新市建設計画、新市まちづくり計画策定方針につい

てをご協議願います。 

 内容につきましてご説明願います。 

小谷事務局長    それでは、31ページをお開きいただきたいと思います。 

 提案第17号 新市建設計画、新市まちづくり計画策定方針につ

いてということで、新市建設計画、新市まちづくり計画策定方針に

ついて、別紙のとおり提案するというご提案をさせていただきたい

と思います。 

 それでは、32ページをお開きいただきたいと思います。 

 32ページのところでは、新市建設計画の策定方針ということで

説明をさせていただいておるわけですけれども、この新市建設計画
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とは何かということでございますけれども、これは、合併後の新市

のマスタープランとして、新市の総合計画の基本構想的な位置づけ

を担うものでございます。 

 つまり、合併する市町村は、新しいまちとして一体的に発展し

ていくためには、どのような方向性でまちづくりを行っていくのか、

地域住民の将来にビジョンを示す大切なものでございまして、その

内容は合併協議会が策定するものでございます。 

 合併特例法で定める合併特例債などの財政支援措置を受けるた

めには、この計画の中で事業計画を主要事業として位置づけておく

必要がございます。 

 それでは、32ページのこの方針につきまして、一応読み上げを

させていただきます。 

 市町村の合併の特例に関する法律（合併特例法）により策定す

る新市建設計画について、以下の方針で取り組むものとする。 

 １つとして、新市建設計画の趣旨と位置づけ。本計画は、三木

市、吉川町合併後のまちづくりを進めるに当たって、住民福祉の向

上や地域の均衡ある発展と一体性の醸成を図るため、望ましい方向

や将来像を示す指針となるものであるとともに、合併の適否の判断

材料となるものでございます。また、本計画の内容につきましては、

合併後の新市において策定される総合計画に引き継ぐものとするも

のでございます。 

 ２番としまして、新市建設計画の内容として、１つ、計画の対

象地域は、三木市、吉川町の地域とするということ。また、２つ目

として、本計画の期間は、平成17年度から平成26年度までの10カ

年とするということ。３つとして、本計画における主な策定項目は

以下のとおりとするということで、新市建設計画策定の背景と方針、

また新市の概況、新市建設の基本方針、新市の施策、公共施設の適

正配置と整備、財政計画というものでございます。 

 ３つとして、計画策定上の留意事項といたしまして、１点、三
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木市総合計画及び吉川町総合計画の内容を踏まえつつ、合併のメリ

ットを生かしながら、新市としての新しいまちづくりの方向性を示

す内容とする。２つとして、中長期的な展望に立った新市の望まし

い方向性や将来像を提示するとともに、新市において地域の一体性

が十分に醸成され、地域内の均衡ある発展が可能となるような内容

とすること。３つとして、本計画に位置づける施策、事業等につい

ては、住民サービスの充実を図るとともに、新市の健全かつ合理的

な財政運営を推進する観点から、真に必要とされるものについて選

定し、過剰に見積もることのなように留意する。４つとして、住民

ニーズの反映の仕組みや本質的な行財政体制の確立など、地方分権

への対応や行財政改革に資するよう配慮する。 

 大きな４つとしまして、住民意向の反映。計画の策定過程にお

いて、住民意識調査の実施や両市町住民への情報提供を積極的に行

い、その意向の把握と反映に努めるものとするということでござい

まして、おおむねこのような方針で臨みたいという案でございまし

て、この計画策定方針について、皆さん方の決定をいただきたいと

いうものでございます。 

 以上でございます。 

加古議長      ただいま説明が終わったわけでございます。 

 ご質問なり、またご意見等、発言をお願いいたします。 

 はい、どうぞ。 

高橋委員      吉川町の高橋でございます。 

 今、新市都市計画の中で、地域の一体性が十分に醸成されて、

地域内の均衡ある発展が可能となるというふうなことで、本当に期

待ができる都市計画ができたらいいなと思うんですが、その中で、

新市建設計画の趣旨と位置づけの中で、合併の適否の判断材料とな

るものであるという文言がございますが、この合併の適否の判断と

いうのは、どのような手法、方法でもってされるのでしょうか。お

願いします。 
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加古議長      ありがとうございます。 

 説明願います。 

梨原計画係長    事務局の梨原と申します。 

 ただいまのご質問につきましてお答えいたします。 

 まず、新市建設計画と申しますのは、合併特例法の第５条に明

記されておりまして、そこに合併市町村の建設の基本方針をつくっ

ていくというふうな内容でございます。 

 その中で、合併の適否といいますのは、合併をすることによっ

て、一体性、また、その将来性を十分に見込んだ、そういう計画で

なければならないと。もしそういう方向に新市建設計画ができない

場合、また、それによって財政計画が立てられないような計画であ

ってはならないと。そういうことを今後協議していっていただくと。

そういう中で、合併の適否をこの協議会の中で十分にご協議いただ

くと、そういう意味でございます。 

 以上です。 

加古議長      はい、どうぞ。 

宮脇委員      宮脇です。 

 特例債というのは何ぼほど。 

梨原計画係長    ただいまのご質問にお答えいたします。 

 特例債と申しますのは、まず新しい市になって事業を行います

と、その事業費の95％を、それを起債として受けることができま

す。そして、その95％のうちの70％が交付税措置がされるという

ことになります。ですから、端的に申しますと、事業費の約３分の

２が交付税措置されると、そういう内容でございます。 

 額は、三木市と吉川町合わせますと、約151億円というふうなこ

とになっております。 

宮脇委員      ありがとうございました。 

加古議長      ほか。 

 もうちょっと、わかりにくいけれども、おまえ。もうちょっと
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おまえ……。 

梨原計画係長    ぶっちゃけたところ言うたらいいですか。 

大前委員      素人やから。 

加古議員      はい、どうぞ。 

高橋委員      ちょっと平たく申し上げまして、合併の適否ということで、合

併の否となる判断というものは、どのような形であるものと考えら

れるんですか。 

梨原計画係長    端的に申しますと、合併することによって、その市が破綻して

しまうというようなことがあってはだめだということでございます。 

 だから、合併することによって、いろいろな施策を講じまして、

それが将来の財政的にも大きな負担となってしまうことになるよう

な計画はだめだということでございます。 

加古議長      余計なことかと思うんですが、合併の適否いうたら、住民側か

ら見て、この合併はいいか悪いかという、これも大事ですが、指導

する国の立場から言えば、住民が、言ってみれば、この協議会で住

民の意向を全部くみ上げてきて、新市計画をつくったと。ところが、

その計画が、逆に全部やったらもう破綻してしもうて、150億円言

っておるけれども、150億円どころか200億円も使うてもうて、あ

と、破綻してしもうて、何もできんようになってしもうたと、こう

いうことになったらいかん。また、財政的にもやりにくいんやった

らいかんという、これは両面から物事を考えていかざるを得ない計

画になると。 

 だから、計画についても、どちらから見ても適正やと言えるよ

うな、住民の意向は酌みながらも、それをやって財政的に破綻しな

いような形で進めていかないかんという、こんなことからいうと、

正直なところ、過剰なと言うよりも、今の時代、そんなことはない

と思いますけれども、より大勢の人、将来まちづくりはこういう方

向でやったらいいんやということの計画ができるようにしていただ

いたらありがたいなと。 
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 50年前を思い出しますと、三木市も初めて誕生して、もう２年

ほどで破綻してしまいましたからね。再建団体に落ち込んで、もう

７年計画を立ててやったけれども、それは２年ほどでまた復活しま

したけれども、そういうことはあることは事実ございましたが、今

はかさも大きくなったさかい、そないなことじゃないけれども、ま

た、やりたいもの、非常に今みたいに整備はできておらへんから、

それはせんなんことはたくさんあったということも事実ですし、も

う確かにそのあたりの新市建設計画の中で、せないかんし、やった

らどうやということについて、十分とご意向を聞きながら決めてい

ただくことがありがたいなと、こういうことやないかなと思うんで

すけれどもね。 

 その項目については、もうずっと順番にありますようなこと、

だからアンケート調査やとかいろいろなことについて、十分と意向

を聞きながら、計画を立てていかないかんことも事実でございます。 

 それで、この計画のもっと具体的に、ここの適否の判断言われ

るさかいに、おまえ、ほんまに判断するって、どんな計画をつくる

のかいうことをもっと出さないかんのと違うか。 

澤田幹事長     それでは、私の方から。 

 ちょっとこれについては明確な回答になっておりませんで。 

 これは、あくまでも新市計画というのは、この委員会の事務局

サイドで最大限調整をして、またコンサルタントの意見も聞きなが

ら、あるべき新市計画というものを案としてつくるということでご

ざいます。それを委員会に提示をさせていただく。その趣旨、目的

につきましては、明確にここに出ておりますから、新しい市計画に

もし反するようなことになるのではないかということであれば、こ

の委員会の中でチェックをしていただく。むしろ望ましくないとい

うことであれば、適当な修正もいただくというふうな形で、この委

員会で審査、協議をいただいて、よりよいものにつくるということ

でございますので、これは、それがあったから、もう合併はやめや
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というような否定的なものではないというふうに理解をいたしてお

ります。 

 これが、あくまでもきょうは次の提案の説明でございますので、

もっと正確にこの意味につきましても、次回、正式提案の段階では

明確に申し上げたいと思いますが、我々としてはそういうふうに理

解をしておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

加古議長      はい、どうぞ。 

西本委員      西本です。 

 策定上の留意事項にも示されておりますけれども、三木市、そ

れから吉川町のそれぞれの総合計画というものが、一部見直しされ

た中でも議会で承認されていると思うんですね。そういったものを、

現状として、それぞれ合併するかしないかは別として、総合計画が

あって進められているわけです。 

 だから、そういった面で、両方折衷案ということではならない

と思いますけれども、この協議する段階に当たって、それぞれ市町

のいわゆる検討する総合計画の内容を示すようなものを事前に提示

していただくのかどうかいうことをお尋ねしたいと思います。 

加古議長      はい、どうぞ。 

澤田幹事長     新市計画の関係で、それぞれ市町に今現在、総合計画を持って

おります。吉川町にもすばらしい総合計画をお持ちでございます。

当然、新市計画を策定するにつきましては、十分それぞれの計画と

いうものは踏まえてやらなければならないということでありますが、

ただ、この新市計画が総合計画と同じものであるということについ

ては、そうではないわけでございまして、あくまでも市町が合併を

して、その市町が一体的に将来の発展が望めるような計画が新市計

画でございますので、さらに、新しい市として全体的な行政計画と

いうものにつきましては、これをベースにして、再度見直しの総合

計画が必要であるというふうに考えておりますので、今提案させて

いただくのは、あくまでも市町が合併をして、その市町が一体的に
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発展をしていく、その方策を明らかにしたいと、こういうことでご

ざいますので、ご理解いただきたいと思っております。 

加古議長      はい。 

西本委員      今、助役さんおっしゃたとおりなんですけれども、この合併す

るに当たって、ここで協議をするわけですので、現実、現時点のそ

れぞれの市町の総合計画のいわゆる骨子といいますか、中を見らし

めるいうものを十分知らなかったら、お互いに理解ができないんじ

ゃないかという点もありますので、そういう資料のご提示いただく

のかどうかという質問をしたわけです。 

澤田幹事長     言いましたように、もちろん総合計画を別にしたもので、踏ま

えたものであるということは間違いないわけでございます。 

 その前提として、協議会としては、少なくとも総合計画の概略

といいますか、概要ということは承知をするために資料がというこ

とでございますので、これにつきましては、三木市には概要版とい

うのがございますので、直ちに……。 

 （「ございます」の声あり） 

澤田幹事長     そうですか。吉川町の方も概要版がございますので、それにつ

いては、資料として、次回提出をさせていただきます。よろしくお

願いします。 

小谷事務局長    それでは、事務局の方からちょっとこの件について補足説明を

させていただきたいと思います。 

 資料の34ページをお開きをいただきたいと思います。 

 この34ページにおきましては、新市建設計画の取りまとめにつ

いてということで、スケジュール的なものを示させていただいてお

ります。その内容について、ちょっと説明をさせていただきたいと

思います。 

 まず、４月の今現在ですけれども、前回承認をいただきました

新市建設計画にかかわりますアンケートを実施をいたしまして、集

計、分析でき次第、協議会にご報告をし、考察を願うことといたし
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たいと思っております。 

 その期間中におきまして、三木市、吉川町におきまして、新市

建設計画に盛り込むべき事業案を取りまとめていきまして、アンケ

ートの考察を考慮いたしまして、新しいまちづくり計画の素案を策

定をしながら、この協議会において審議いただくこととなります。 

 また、その素案ができた段階で、財政計画との整合性を図る調

整も行いながら、県知事との事前協議を行う必要がございます。そ

の間にも、協議会において随時報告を行いながら、計画づくりをま

とめていきたいと考えております。その後、県との正式協議を進め

るということになろうかと思っております。 

 以上、簡単ですけれども、説明にかえさせていただきます。 

加古議長      はい、どうぞ。 

大前委員      アンケートはいつから実施される予定なんでしょうかね。アン

ケート。 

 ただ、この矢印からいくと、４月中旬ぐらいか下旬の間ぐらい

かなという思いがしているんですが、今のところどういう日程にな

っておるんでしょうか。 

梨原計画係長    それでは、お答えいたします。 

 アンケートにつきましては、４月26日発送の予定をいたしてお

ります。それで、回収が５月10日ぐらいに回収という形で発送を

させていただく予定にいたしております。 

 以上です。 

加古議長      はい、どうぞ。 

岩波副会長     岩波です。 

 この行程からいくと、この協議会に案として出てくるのは、次

の次というふうに考えたらいいんですかな。次は５月ですから、６

月の会に出てくるんでしょうかな。事務局としては、そういう予定

の段取りですか。 

梨原計画係長    ただいまの質問にお答えいたしますと、今言われましたように、
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５月で事業の取りまとめ、整理等を行いまして、６月の協議会で建

設計画案として素案を出させていただきたいというふうに考えてお

ります。 

 （「アンケート」の声あり） 

梨原計画係長    アンケートにつきまして、一応５月中に集計を終えまして、そ

の結果を踏まえ、新市建設計画に反映させたものが６月の協議会に

提案させていただけるものと思っております。 

 （「早いな」の声あり） 

加古議長      それでは、ほかにございませんか。 

 （「なし」の声あり） 

加古議長      ないようでございますので、提案説明させていただきました新

市建設計画につきましては、一応の概略、今から具体的なものをま

たここに説明させていただき、ご協議いただくことになろうかと思

いますので、その節まで十分とまた練っておいていただいたらあり

がたいなと、こういう思いでございます。 

 ほかに何か。 

 ないようでございますので、次に移らせていただきまして、そ

の他ということについての説明なり連絡をさせていただきます。よ

ろしくお願いいたします。 

小谷事務局長    それでは、事務局の方から、その他ということで、あとの日程

的なことをご説明、ご報告をさせていただきたいと思います。 

 まず、次回、第３回の協議会でございますけれども、その日時

につきましては、５月24日、月曜日、午後１時30分から、今度は

吉川町さんの方で開かせていただきたいと思います。吉川町総合中

央活動センター研修館の講習室で開かせていただきたいと思ってお

ります。 

 また、第4回目といたしましては、これは予定でございますけれ

ども、６月25日、金曜日、午後１時30分から三木市の方で開催を

させていただきたいと思います。場所については、一応市役所の方
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の５階の会議室を予定をいたしております。 

 皆さん方におかれましては、非常にご多忙な皆さん方ばかりで

ございますので、日程調整方、よろしくお願いを申し上げたいと思

います。 

 また、次回、吉川町さんの方で開かせていただくわけですけれ

ども、活動センターの資料、それぞれ１枚物を配らせていただいて

おります。略図でございますけれども、これを参考にしていただき

たいと思います。 

 もしおわかりにならなければ、事務局の方にまたお問い合わせ

いただければ、ご説明させていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

加古議長      ただいま、その他の件で、次回、３回、４回の予定を連絡させ

ていただきましたが、何かご質問ございませんか。 

 ないようでございましたら、一応予定をいたしておりますので、

またお忙しい中ではございますが、よろしくご協力のほどお願いを

いたします。 

 つきましては、本日の第２回三木市・吉川町合併協議会の会議

はこのあたりでお開きとさせていただいてよろしゅうございますか。 

 （「異議なし」の声あり） 

加古議長      ないようでございますので、閉会のあいさつを副会長の町長さ

んからお願いすることにいたします。よろしくお願いします。 

岩波副会長     それでは、大変長時間にわたりましてありがとうございました。 

 ご多忙の中、ご出席をいただきまして、第２回の三木市・吉川

町合併協議会を開催させていただきました。 

 ２回目は、合併の基本となる重要事項につきまして提案をさせ

ていただきまして、いろいろとご意見を聞く中で、全議案につきま

して、原案のとおりご承認をいただきました。 

 この基本方針によりまして、事務局なり幹事会でも限られた期

間に向かって努力をしてくれることと思います。 
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 また、今出ておりました新市建設計画につきましては、次の次、

６月の協議会で案として提案される予定でございます。これは非常

に大事な問題でございます。どうぞ委員の皆さん方にも、どのよう

なまちづくりがいいのかということをいろいろとご検討いただいて、

今後、活発なご意見をちょうだいいたしたい、このように考えます。 

 新緑が本当に目にしみる好季節となりました。どうぞお体にご

自愛をいただきまして、ますますご活躍いただきますことをご祈念

申し上げまして、きょう、２回の協議会を閉じさせていただきます。 

 ありがとうございました。 

 閉会 午後３時45分 




